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平
成
25
年
分
か
ら
平
成
49
年
分

ま
で
の
各
年
分
に
つ
い
て
は
、所
得

税
と
併
せ
て
復
興
特
別
所
得
税
の

申
告
お
よ
び
納
付
を
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

復
興
特
別
所
得
税
の
額
は
、各

年
分
の
基
準
所
得
税
額（
原
則
と

し
て
、そ
の
年
分
の
所
得
税
額
）に

２
・
１
％
の
税
率
を
掛
け
て
計
算
し

た
金
額
で
す
。

　

詳
し
く
は
、国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の「
個
人
の
方
に
係
る
復
興
特
別

所
得
税
の
あ
ら
ま
し
」を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、最
寄
り
の
税
務
署
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　

平
成
26
年
度
の
償
却
資
産
申
告

に
関
す
る
通
知
を
昨
年
12
月
に
送

付
し
て
お
り
ま
す
が
、申
告
期
限
の

１
月
31
日
を
過
ぎ
て
も
提
出
が
な

い
事
業
者
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
資
産
が
無
い
、も
し

く
は
昨
年
度
の
申
告
内
容
か
ら
増

減
が
無
い
と
い
う
場
合
に
も
申
告

は
必
要
と
な
り
ま
す
。ま
だ
申
告
が

お
済
み
で
な
い
場
合
は
、申
告
を
し

て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

　

平
成
25
年
１
月
２
日
か
ら
平

成
26
年
１
月
１
日
の
期
間
に
、住

宅
や
車
庫
、倉
庫
な
ど
の
建
物
を

新
築
・
増
築
、ま
た
は
取
り
壊
さ
れ

た
場
合
は
税
務
課
ま
で
届
け
出
を

　

平
成
26
年
１
月
か
ら
、記
帳
・
帳

簿
な
ど
の
保
存
制
度
の
対
象
と
な

る
人
が
拡
大
さ
れ
、事
業
所
得
、不

動
産
所
得
ま
た
は
山
林
所
得
を
生

ず
べ
き
業
務
を
行
う
全
て
の
人（
所

得
税
の
申
告
が
必
要
な
い
人
も
含

ま
れ
ま
す
）が
、売
上
げ
な
ど
の
収

入
金
額
、仕
入
れ
や
経
費
に
関
す

る
金
額
な
ど
を
帳
簿
に
記
載
し
、そ

の
帳
簿
や
取
引
に
係
る
請
求
書
・

領
収
書
な
ど
の
書
類
を
保
存
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

平成26年1月1日現在氷川町
に住んでいましたか？

年末調整は済んでいますか？

確定申告書を税務署へ提出されましたか？
あるいは提出する予定ですか？

1か所からの給与または公的年金のみですか？

年末調整の済んだ給与はありますか？

主な給与以外の収入が
20万円を超えていますか？

住民税申告が
必要です。

確定申告が必要です。税務署あるいは役場税務課に確定申告書を提出してください。
※公的年金などの収入のみの人は、下記による場合がありますのでご注意ください。
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い
い
え確定申告の必要はありません。ただし、勤務

先からの給与支払報告書が役場に届いてい
ない場合は、住民税申告が必要となります。

平成26年1月1日から12月31日までの収入が給与または公的年金で、
給与や年金の支払者から支払報告書が役場に提出されていますか？

役場税務課まで
お知らせください。

住民税申告の必要はありません。

確定申告（住民税申告）
が必要です。

所得税が発生した人は確定申告、発生しなかった人
は住民税申告が必要です。お問い合わせください。

町外にお住まいの人で氷川町内に事
業所・事務所、あるいは家屋敷を所有
していますか？

税務署から確定申告書が届きましたか？
申告
チェック
スタート

税
に
関
す
る
お
知
ら
せ

　

な
お
、制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
個
人
で

事
業
を
行
っ
て
い
る
方
の
帳
簿
の
記

載
・
記
録
の
保
存
に
つ
い
て
」を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、税
務
署
が
実
施
す
る「
記

帳
説
明
会
」な
ど
に
つ
い
て
は
、最

寄
り
の
税
務
署
の
所
得
税
担
当
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

新
築
・
増
築
に
つ
い
て
は
、随
時

家
屋
評
価
に
回
っ
て
お
り
ま
す
が
、

ま
だ
家
屋
評
価
が
済
ん
で
い
な
い

建
物
が
あ
り
ま
し
た
ら
連
絡
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

取
り
壊
し
を
行
っ
た
家
屋
に
つ
い

て
は
、届
け
出
を
怠
り
ま
す
と
、実

際
は
建
物
が
な
い
の
に
課
税
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、未
登
記
の
家
屋
の
売
買
な

ど
で
所
有
権
移
転
を
行
っ
た
場
合

も
必
ず
届
け
出
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。届
け
出
が
な
い
場
合
に
は
、前

の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

土
地
は
、法
務
局
の
登
記
簿
の

地
目
に
か
か
わ
ら
ず
、毎
年
１
月
１

日
現
在
の
状
況
に
よ
り
課
税
を
行

い
ま
す
の
で
、登
記
簿
の
地
目
と
現

況
の
地
目
が
違
う
場
合
は
届
け
出

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
届
け
出
を
怠
り
ま
す
と
、実

際（
現
況
）は
畑
な
の
に
登
記
簿
の

地
目
が
宅
地
で
あ
る
た
め
、宅
地
と

し
て
課
税
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

問 

税
務
課

　

☎
52
・
５
８
５
３（
直
通
）

土
地
登
記
簿
の
地
目
と

現
況
が
違
う
場
合
は
届
け
出
を

平
成
25
年
分
か
ら
は
復
興
特
別
所

得
税
の
申
告
・
納
税
が
必
要
で
す

償
却
資
産
申
告
が
ま
だ

お
済
み
で
な
い
事
業
者
さ
ま
へ

家
屋
の
新
築
・
増
築
・
取
り
壊
し

を
行
っ
た
ら
届
け
出
を

記
帳
・
帳
簿
な
ど
の
保
存
制
度
の

対
象
者
が
拡
大
さ
れ
ま
す

　

熊
本
国
税
局
で
は
平
成
26
年
１

月
20
日
㈪
か
ら
平
成
26
年
３
月
17

日
㈪
ま
で
の
期
間
、「
確
定
申
告
電

話
相
談
セ
ン
タ
ー
」を
開
設
し
、所

得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
・

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
・
贈

与
税
の
確
定
申
告
に
関
す
る
ご
相

談
な
ど
に
電
話
で
お
答
え
し
て
お

り
ま
す
。

　

最
寄
り
の
税
務
署
の
代
表
電
話

に
お
か
け
い
た
だ
く
と
、自
動
音

声
案
内
に
よ
り
ご
案
内
し
ま
す
の

で
、「
０
」番
を
選
択
し
、用
件
を
お

話
し
く
だ
さ
い
。申
告
会
場
や
受

付
時
間
な
ど
の
問
い
合
わ
せ
に
は

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
お
答
え
す
る
ほ

か
、問
い
合
わ
せ
の
内
容
な
ど
に
よ

り
、電
話
を
転
送
し
、職
員
な
ど
が

お
答
え
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、時
間
帯
に
よ
っ
て
は
、電

話
が
つ
な
が
り
に
く
い
場
合
や

少
々
お
待
ち
い
た
だ
く
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、あ
ら
か
じ
め
ご
了
承

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

し
て
い
る「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」を
利
用
す
れ
ば
、「
ｅ
|

Ｔ
ａ
ｘ
（
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ

ス
テ
ム
）」な
ど
に
よ
り
確
定
申
告

な
ど
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、作
成
し
た
確
定
申
告
書

な
ど
は
印
刷
し
て
、郵
送
な
ど
に
よ

り
税
務
署
へ
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

ｅ
|
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
て
所
得
税

の
確
定
申
告
を
す
る
と
、

①
医
療
費
の
領
収
書
や
源
泉
徴
収

票
な
ど
の
提
出
ま
た
は
提
示
に

代
え
て
、そ
の
記
載
内
容
を
入

力
し
て
送
信
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す（
申
告
期
限
か
ら
５
年
間

は
、税
務
署
長
の
要
求
に
対
し

提
出
ま
た
は
提
示
義
務
が
あ
り

ま
す
）。

②
電
子
申
告
を
利
用
し
て
申
告
さ

れ
た
還
付
申
告
は
早
期
処
理
し

て
い
ま
す（
お
お
む
ね
３
週
間

程
度
）。

◆
利
用
可
能
な
手
続
き

・
申　

告

　

所
得
税
、法
人
税
、消
費
税
、酒

確
定
申
告
に
関
す
る
ご
相
談
は

確
定
申
告
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー

「
０
」番
へ

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
定

申
告
書
な
ど
の
作
成
コ
ー
ナ
ー

を
提
供
し
て
い
ま
す

　

税
お
よ
び
印
紙
税

・
納　

税　

全
て
の
国
税

・
申
請
・
届
出
な
ど

　

納
税
証
明
書
の
交
付
請
求
、各

　

種
法
定
調
書
、各
種
異
動
届
出

　

書
な
ど

◆
ｅ
|

Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
す
る
に
は

・
電
子
証
明
書
な
ど
の
準
備

※
電
子
証
明
書
が
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
に

格
納
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
が
必

要
で
す
。

・
利
用
者
識
別
番
号
な
ど
の
取
得

※
ｅ
|

Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
始
届
出
書
を

提
出
す
れ
ば
、即
時
に
発
行（
通

知
）さ
れ
ま
す
。

・
ｅ
|

Ｔ
ａ
ｘ
ソ
フ
ト
や
ｅ
|

Ｔ
ａ

ｘ
ソ
フ
ト（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
）な
ど

か
ら
電
子
証
明
書
な
ど
を
登
録

（
初
期
登
録
）

※
ｅ
|

Ｔ
ａ
ｘ
ソ
フ
ト
は
、ｅ
|

Ｔ
ａ

ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
無
償
で

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

詳
細
は
ｅ
|

Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問 

八
代
税
務
署 

☎
32
・
３
１
４
１

　

 

※
自
動
音
声
案
内

　

 

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

 http://w
w

w
.nta.go.jp

　

 

ｅ
|

Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

 http://w
w

w
.e-tax.nta.go.jp

納期限と口座振替期日
平成25年分確定申告などの納付期限は次のとおりです。

オンラインでらくらく。

国税電子申告･納税システム 税目 納期限 口座振替期日

申告所得税および復興特
別所得税

平成 26年 3月 17日㈪ 平成 26年 4月 22日㈫

消費税および
地方消費税

平成 26年 3月 31日㈪ 平成 26年 4月 24日㈭

　公的年金などの収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、
所得税の確定申告書を提出する必要がなくなりました。ただし、医療費控除や生命保険料などの控除により、所得税の還付申告を
する人は、確定申告が必要になります。なお、確定申告が不要の人でも住民税の申告は必要となりますので、ご注意ください。
※ご不明な場合は、税務課までお問い合わせください。


